
令和４年１月 26 日 

市立学校園所幼児児童生徒の保護者 様 

                                               川西市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて 

 

大寒の候、保護者のみなさまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本市教育の推進にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、既に適用されている１６都県に続き、兵庫県を含む１８道府県に、令和４年１月２７日から、まん延防止等重

点措置が適用されることになりました。 

つきましては、川西市新型コロナウイルス感染症対策本部会議並びに県から新たに発出された通知等を踏まえ、

新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて、下記のとおり一部変更いたします。なお、変異株

であっても、基本的な感染予防策としては、従来と同様に、3 密の回避、特に会話時のマスクの着用、手洗いなどの

徹底が推奨されています。学校園所においては引き続き、感染防止対策に取り組み、子どもの健康に留意しつつ

円滑な学校園所運営を推進いたします。各ご家庭におかれましては、毎日の登校前の健康観察を、引き続き徹底

するようお願いいたします。 

この措置は令和４年１月２７日から実施いたします。なお、この取扱いについては留守家庭児童育成クラブも同様

とします。 

 

記 

 

１ 変更点 

令和４年１月２６日まで 

・ 幼児児童生徒および幼児児童生徒と同居する家族等が、医師や保健所の指示で PCR 検査を受ける場

合、結果が判明するまでの期間を自宅待機期間とし、出席停止とする。 

・ 感染が心配で、登校園所を見合わせる場合、学校園所に相談の上、出席停止扱いとすることができる。 

 

令和４年１月２７日から 

・ 幼児児童生徒および幼児児童生徒と同居する家族等が、医師や保健所の指示で PCR 検査や抗原検査

を受ける場合、結果が判明するまでの期間を自宅待機期間とし、出席停止とする。 

・ 感染が心配で、登校園所を見合わせる場合、出席停止扱いとすることができる。 

・ 小、中、特別支援学校においては、児童生徒が、まん延防止等重点措置期間中に、オンライン授業等を

希望する場合、出席停止扱いとする。 

 

 ２ その他 

発熱等があれば、まずは地域の医療機関（かかりつけ医等）に電話でご相談の上、病院受診をお願いしま

す。かかりつけ医などがなく、相談先に迷う場合は、「発熱等受診・相談センター（伊丹健康福祉事務所）」や

「兵庫県新型コロナ健康相談コールセンター」へご相談ください。 

 

【参考】「発熱等の症状がある方へ（医療機関受診方法の案内）」(兵庫県ホームページ) 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/hatsunetsusoudan.html 



【令和４年１月２７日～】
※二重下線は前回からの変更箇所

「発熱等受診・相談センター」へ電話相談

・伊丹健康福祉事務所（平日9時～17時30分）
☎072-785-9437

・新型コロナ健康相談コールセンター
（24時間受付《土日祝日含む》）
☎078-362-9980

① 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒

② 濃厚接触者に認定された場合 ⇒ 保健所から指示された自宅待機期間を出席停止とする。
③ 医師や保健所の指示でPCR検査や抗原検査 ⇒
を受ける場合（念のための検査※を含む）

④ 発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状 ⇒
（ワクチン接種後を含む）がある場合

⑤ ⇒

⑥ ⇒

⑦ ⇒

⑧ 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒

⑨ 医師や保健所の指示でPCR検査や抗原検査 ⇒
を受ける場合（念のための検査※を含む）

⑩ 発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状 ⇒
（ワクチン接種後を含む）がある場合

※ ここでの「念のための検査」は、感染の疑いでの検査やクラスター検査を指しており、事業者や個人が自らの発意で
行うＰＣＲ検査は含めません。

・ 今後、国や県の新型コロナウイルス感染症に関する対応について、変化があった場合には、内容に変更が生じる
可能性があります。

相談した医療機関で診療と検査が
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◆◆◆　発熱などの相談と受診の流れ　～まずは電話で相談を～　◆◆◆

かかりつけ医がある 緊急時や相談先に迷う場合

かかりつけ医など地域の身近な医療機関に
電話相談

～発熱に対して解熱剤を使用した場合～
　解熱後、解熱剤を使用せずに、37.4℃以下の状態が24時間以上続い
ていることを確認してください。

できる できない

相談した医療機関で、
発熱等診療・検査医療機関の

案内を受ける

発熱等診療・検査医療機関の
案内を受ける

発熱等診療・検査医療機関で診察と検査
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

幼児児童生徒が、

保健所から指示された自宅等への待機期間（入院の場合、入院
期間を含む）を出席停止とする。

結果が判明するまでの期間を自宅待機期間とし、出席停止とす
る。
症状が消失するまで出席停止とする。（ただし、医療機関を受
診し、左記の症状が新型コロナウイルス感染症以外の疾患によ
るものと診断され、かつ、学校園所での生活に支障がないと保
護者が判断する場合はこの限りではありません。）

感染が心配で、登校園所を見合わせる場合 出席停止扱いとすることができる。

医療機関等において新型コロナワクチンの接種 学校園所に相談の上、出席停止扱いとすることができる。
を受ける場合

保健所から幼児児童生徒に対して指示された期間を自宅待機期
間とし、出席停止とする。
家族等の検査結果が判明するまでの期間を、幼児児童生徒も自
宅待機期間とし、出席停止とする。
家族等の症状が消失するまで、幼児児童生徒も自宅待機期間と
し、出席停止とする。（ただし、医療機関を受診し、左記の症状が
新型コロナウイルス感染症以外の疾患によるものと診断された場合
は、幼児児童生徒は出席可）
～発熱に対して解熱剤を使用した場合～
　解熱後、解熱剤を使用せずに、37.4℃以下の状態が24時間以上続い
ていることを確認してください。

(小・中・特別支援学校においては、児童生徒が、) 出席停止扱いとする。

授業等を希望する場合

幼児児童生徒と同居する家族等が、

まん延防止等重点措置期間中に、オンライン


